
川越市次世代育成支援対策地域協議会からの意見及び回答（平成２６年７月１４日、１０月３日、平成２７年１月９日）

基本目標１：子どもと親の豊かな健康づくりの推進

１－（１）子どもと親の健康の確保・増進
№ 事業名 所管課 地域協議会作業部会からの意見 所管課の回答・意見
1 乳幼児健診 健康づくり支

援課
・課題はどのように認識し、どのように改善がされているのか。
・待ち時間の子どもの遊びのコーナーでは観察という観点はあるのか。

・実施希望日を確認したうえで人数を調整しており、必要以上に人数が集中しな
いようにしています。
・時間はかかっても、丁寧に診てくれる方がいいという母たちが多くいます。
・遊びのコーナ―では、子どもが遊びに興味を持っているかどうかという点は見
ています。

13 両親学級 健康づくり支
援課

・講座を受けてもらえるようにどのような取組、募集の仕方をしているの
か。
・子どもが生まれた後も継続的にフォローをしてほしい。

教室は尐ないが、月齢に応じて健診に案内やチラシを配布しています。講座以
外でも母親の質問に乳幼児相談等で随時、対応しています。

17 離乳食教室 健康づくり支
援課

・保育園は園でも対応するので問題ないと思われるが、家庭で保育して
いる方の場合は離乳食が心配である。普通食でどのくらい食べるのが適
正なのか細かく指導してもらいたい。

・離乳食教室では栄養相談も多く、２人体制で実施しています。
・ご案内する月齢に応じた時期でなくても、気になって希望があった時などは拒
むようなことはしていません。
・普通の食事をする時期に対応する教室等の開催は考えていきたいと思いま
す。
・教室は集団で実施しており、１回の量はだいたいこのくらいですよ、というように
スプーンを使って大きさとか量とかを示しています。
・集団での教室の後に、さらに聞きたい方には個別に対応しています。

１－（２）「食育」の推進
№ 事業名 所管課 地域協議会作業部会からの意見 所管課の回答・意見

教育指導課 栄養教諭による食育の授業、小江戸カレーのように地場産農産物を取り入れた
献立について昼の放送を利用して紹介し、給食委員会を中心とした主体的な活
動として児童生徒に紹介する等、食に対する理解を深めております。

教育センター 食に関する指導法研修会を年1回開催しております。学校での実践報告を行うこ
とにより、他校に周知して効果的な指導方法の情報共有を行っています。

2 小・中学校における食育の推
進

（地域の特色を活かした「食
育」の実践活動）

・地場産農産物の食材を積極的に献立に導入するとしているが、食べる
前に先生が児童生徒に食材について説明するなど、食育につなげる工
夫が必要である。

資料３ 
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基本目標２：心身の健やかな成長に質する教育環境づくりの推進

２－（１）次代の親の育成
№ 事業名 所管課 地域協議会作業部会からの意見 所管課の回答・意見

教育指導課 研修においては職員の資質向上を目指し、参加した職員が研修で学んだ内容を
各学校において校内研修の場で職員全体に周知し、男女平等の意識を育てて
います。

教育センター 教育センターは、運営等の補助を行っており、意見に対しての回答は、教育指導
課となります。

２－（２）子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備
№ 事業名 所管課 地域協議会作業部会からの意見 所管課の回答・意見
19 人権啓発事業 人権推進課 ・どのようなテーマで、どのようなビデオで、どのような取組で子どもたち

に理解が及んでいるのか。
人権推進課においては、同和問題をテーマとしたビデオを中心に各種人権問題
の啓発ビデオを貸し出しています。学校の人権教育の場においてビデオを活用
することにより、より効果的に子どもたちの人権問題への正しい理解と認識が深
まっています。

２－（３）家庭や地域の教育力の向上
№ 事業名 所管課 地域協議会作業部会からの意見 所管課の回答・意見
9 学生ボランティアの活動 地域教育支

援課
・具体的にどのような事業であるのか。
・学力がないことが、色々なところで障害となる場合がある。先生が手一
杯であれば活用すべきである。

川越市子どもサポート事業において、各地区で実施される学習会等に大学生ボ
ランティアが参加し、小中学生に対して、学習支援を行っています。

基本目標４：仕事と子育ての両立を支援する施策の充実

４－（１）多様な働き方の実現及び男性を含めた働き方の見直し
№ 事業名 所管課 地域協議会からの意見 所管課の回答・意見
1 ワークライフバランスの推進・

啓発
雇用支援課
男女共同参
画課
こども政策課
職員課

・かわごえ子育てプランでは、啓発だけで終わってしまい、中身の部分ま
で踏み込んでいない。独自の表彰など何か次の手を打たないといけな
い。
・国全体として社会を変えていかないと、市だけでやっても限界がある。
・厳しい状況を根本的に変えるのは難しいが、インパクトを与えていくべき
である。
・新しい計画は目標がセミナー年１回になっているが、具体的にどうして
いくのか。

ワークライフバランスの推進については、市民・事業者への周知・啓発が大切と
考えており、セミナーの開催にあたって、従業員５０人以上の事業所に直接案内
を通知したほか、一般の興味のある方に対しても参加いただくため広報誌に掲
載するなどして参加を募りましたが、参加者が尐ない状況にありました。
このため、セミナーの開催は１回としますが、今後は埼玉県が実施している『多
様な働き方実践企業認定制度』等の周知を図り、市内認定企業の増加に努める
とともに、労働法ハンドブックや労働法セミナーなどによる啓発を図ってまいりた
いと思っております。
また、仕事と家庭の両立を図るための「行動計画」を策定し、その行動計画の目
標を達成する等一定の要件を満たした事業主（くるみんマーク取得企業等）の取
り組みなどを、市ＨＰ等で公表し、他の企業の参考になるよう努めてまいります。

1 男女平等教育研修会 ・研修を経て、子どもたちに対してどのような取組をしているのか。
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基本目標５：子育てを地域で支える仕組づくりの推進

５－（１）地域における子育て支援サービスの充実
№ 事業名 所管課 地域協議会作業部会からの意見 所管課の回答・意見
1 学童保育事業 教育財務課 ・待機児童がいなければ「Ａ」でよいのか。学童を利用する児童が増え

て、保育室の狭さが問題となっている。市は、出生届や宅地開発等の状
況も把握できるはずなので、早めに手を打ってほしい。
・児童数が増えると空き教室が減り、学童保育で部屋が使えなくなる。所
管課は、教育委員会や学校と連携を取ってほしい。
・特任指導員（学校長経験者）がブロック内の見回りをしているというが、
相談したい時に相談できない。
・学童保育の会は任意の団体で、現在、対市交渉は行っていない。４～５
校で会がないので、全体で話し合いたい内容を共有できない。
・学童保育については、定員や施設整備のことばかりでなく、中身につい
ても検討してほしい。
・新しい計画では、事業内容が「かわごえ子育てプラン」と同じ記載になっ
ているが、具体的にどうしていくのか。
・他市における、放課後児童クラブや放課後子ども教室等の特色ある取
組を把握しているか。

・学童保育事業の目標事業量である入室児童数２，２５１人に対しての進捗状況
については、待機児童もなく順調であるため「Ａ」となっております。
・入室児童の増加による狭隘化が進んでいるため、余裕教室等で対応できるか
など、今まで以上に学校との連携を取り、進めてまいります。
・学校長経験者である特任指導員は、保育内容や障がいのある児童の保育に
関することなど、指導員からの相談に応じ、指導員への指導や助言を行っている
ほか、学校との連絡調整を行うなどを職務としています。保護者の方からの相談
については、指導員から学童担当へお知らせいただければ、可能な限り対応さ
せていただきます。
・市では、保護者の学童保育に関する意見を直接伺えるように、年３回程度、各
学童保育室の保護者会長にお集まりいただき保護者会長会議を開催しておりま
すので、この場を利用した話し合いが可能と考えます。事前に市へ内容をご連絡
いただければと思います。
・学童保育については、指導員の研修の充実を図ったり、児童対象に防犯教室
を開催する等、児童の健全な育成に努めておりますが、今後も、さらに保育の質
の向上に取り組んでまいります。
・新しい計画は、平成26年度で計画期間が終了する「かわごえ子育てプラン」の
内容を含んだものとして策定されるもので、学童保育において待機児童が発生し
ないよう、また、安全・安心な保育環境となるよう様々な取組に努めてまいりま
す。
・他市における学童保育（放課後児童クラブ）については、国や県からの情報提
供もあり、ある程度把握はしていますが、放課後子ども教室に関する取組につい
ては、あまり把握していないのが現状であり、今後、情報の収集に努めてまいり4 一時的（特定）保育事業 保育課 ・利用できる時間について知りたい。

・新制度の中でどのように実施していくのか。
公立保育園については、８：３０から１７：００まで。
法人立保育園については、８：３０から１７：００まで、８：３０から１６：３０まで、９：０
０から１７：００までと、施設により異なります。
平成２７年度からは、地域子ども・子育て支援事業として位置づけられており、引
き続き一時預かり事業として実施します。

7 ファミリー・サポート・センター
事業

こども育成課 ・他の自治体では裁判になっている事例があるようだが、事故が起こった
場合の自治体の責任についてどう考えるか。

　ファミリー・サポート・センター事業は、依頼会員と提供会員との準委任契約と
なっているが、川越市が実施主体である以上、万一事故が発生した場合には、
双方の状況を迅速に把握し、適正な対応を図る必要があると考える。
　また、提供会員のフォローアップ研修を実施することなどにより、引き続き事故
防止に努めてまいりたい。
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５－（２）保育サービスの充実
№ 事業名 所管課 地域協議会作業部会からの意見 所管課の回答・意見
1 通常保育事業 保育課 ・公立保育所は増やさず、法人立保育所を増やして待機児童に対応して

いるが、公立保育所は、保育所の水準を保つために必要である。
・新制度においては、「教育」という言葉が使われているが、未就学児童
にとっての教育とは「学習」ではなく「人間教育」である。市は「教育」や、
保育として大切なことについて、どう捉えているか。

新制度におきましても、学校教育を提供する施設として挙げられているのは、幼
稚園、認定こども園（幼稚園部分）となっており、保育所や認定こども園（保育所
部分）については、就労等で保育することができない保護者に代わって保育する
施設として挙げられているため、保育の大切さについては、従来と変わるもので
はないと考えます。

3 統合保育事業 保育課 ・公立保育所には判定委員会があり、必要に応じて児童に加配をつける
ことができるが、法人立保育所にはそのような制度がない。法人立保育
所でも加配をつけられるような体制づくりをしてほしい。

法人立保育所においては、ひかり児童園勤務の臨床心理士が必要に応じて加
配の要否を判定しております。また、障害者手帳や診断書等により保育士の加
配が必要となった場合も加配をすることができます。なお、加配が必要となった
場合には、児童３人につき加配保育士１人分の経費の一部を補助する制度があ
ります。

4 土曜保育事業 保育課 ・実施園が公立保育所１０園のまま増えていない。「Ａ」評価でよいのか。
・新しい計画に掲載予定となっているが、「土曜日の保育を平日と同様に
行う」との記載がなくなったが、どのようにするつもりなのか。

土曜保育事業については、公立保育所２０園、法人立保育所２０園で実施してお
り、うち一日保育について、公立保育所１０園、法人立保育所４園で実施していま
す。
一日保育実施の拡大については、利用状況を把握したうえで対応していきます。
子ども・子育て支援事業計画を作成するために実施した、就学前児童がいる家
庭の保護者を対象としたニーズ調査の結果、土曜日保育を定期的に利用したい
との希望者の割合が８．８％であったことから、土曜日の一日保育実施の拡大に
ついては、利用状況を把握したうえで対応していきます。

5 産休明け保育事業 保育課 ・「Ｄ」評価のままであるが、どうしていくのか。
・新しい計画に掲載予定となっているが、「公立保育所において～」との
記載がなくなったが、どのようにするつもりなのか。
・実施園の候補を上げたようであるが、候補地と課題は何だったのか。

産休明け保育については、基本的には、新規に設置される法人立保育所におい
て対応していくこととしております。
産休明け保育の実施については、民間保育園の施設設備に向けた支援を積極
的に行いながら、低年齢児枠の拡大を図っていきます。

５－（３）子どもの健全育成の取組
№ 事業名 所管課 地域協議会作業部会からの意見 所管課の回答・意見
10 児童館機能の整備 こども育成課 ・魅力ある施設にするためには、人の手や知恵が必要である。今後どうし

ていくのか。
関係団体等の代表及び学識経験者を委員とする児童館運営委員会を設置し、
児童館の運営管理について意見を徴し、児童館活動の充実に努めている。今
後、各児童館の特性を活かし、地域の高齢者と連携した異世代間交流や、外国
籍市民との交流を深め国際理解を促進し、豊かな感性・情操をはぐくむ児童館
事業を推進していく計画である。
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５－（５）地域における子育て支援のネットワークづくり
№ 事業名 所管課 地域協議会作業部会からの意見 所管課の回答・意見
4 子育てサークルへの施設提

供
中央公民館 ・１０人に満たないサークルは公民館で登録できず一般貸出になってしま

う。市民の集う場を考えないといけないが、市民の自主的な活動をどう支
援していくのか。

公民館の登録グループになるためには、サークルの活動が公民館の目的に沿
い社会教育推進のため、公民館と同様な社会教育事業を行う必要があります。
また、会員が１０人に満たない場合は、公民館内に募集のポスター・チラシを掲
示するなどの支援を行っております。

5 子育てサロン事業 中央公民館 ・予算、決算の内容について知りたい。 子育てサロンに係る予算、決算の内容としましては、サロン共催スタッフ等への
報償費となっております。

基本目標６：要支援児童へのきめ細かな取組の推進

６－（１）児童虐待防止対策の充実
№ 事業名 所管課 地域協議会からの意見 所管課の回答・意見

こども安全課 ・報道されているような所在不明児童について市は把握しているのか。 市は所在不明児童について把握し、確認に努めております。居住実態が把握で
きない児童については、現在国が全国調査を実施しており、本市にも協力依頼
がありました。調査の結果、居住実態が把握できない児童の存在が明らかにな
りましたので、今後、状況確認を行います。

基本目標７：子ども等にやさしく、安全・安心なまちづくりの推進

７－（３）安全・安心なまちづくり
№ 事業名 所管課 地域協議会作業部会からの意見 所管課の回答・意見
7 赤ちゃんの駅 こども育成課 ・市民の声が反映されるような形であるといいと思う。 指定施設となっている公共施設の協力を得て、利用者の要望を受けいれられる

ような体制を検討していきたい。
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